
（１９）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５）【発行日】令和１年１０月２８日（２０１９．１０．２８）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）

（１１）【登録番号】意匠登録第１６４４１１５号（Ｄ１６４４１１５）

（２４）【登録日】令和１年１０月４日（２０１９．１０．４）

（５４）【意匠に係る物品】知財管理カード

（５２）【意匠分類】Ｆ３－１１３０

（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１２）Ｃｌ．１９－０１

（２１）【出願番号】意願２０１９－７２３８（Ｄ２０１９－７２３８）

（２２）【出願日】平成３１年４月３日（２０１９．４．３）

（７２）【創作者】

【氏名】小山　方宜

【住所又は居所】大阪府寝屋川市初町１番１号

（７３）【意匠権者】

【識別番号】５９９１０７９２４

【氏名又は名称】小山　方宜

【住所又は居所】大阪府寝屋川市初町１番１号

（７４）【代理人】

【識別番号】１００１１０６８５

【弁理士】

【氏名又は名称】小山　方宜

【審査官】宗　裕一郎　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、特許、実用新案登録、意匠登録または商標登録を管理するための

カードである。出願または登録ごとに１枚用いられ、比較的長期の期限管理に適する。具体的には、特許出願の

出願審査請求期限、特許権、実用新案権または意匠権の登録料納付期限、商標権の存続期間更新登録申請期限の

管理に用いられる。正面図左側に設けたパンチ穴にリングを通して、複数枚のカードをカード形単語帳のように

用いることができる。その際、期限の近いものが上にくるように、重ね合わせて用いるのがよい（手続完了すれ

ば順序を入れ替える）。カードへの記入は、手書きでもよいし、プリンタによる印字でもよい。正面図右側には

期限欄が配置され、この期限欄に期限を記入して用いる。カードの右端に期限欄を配置することで、左端をリン

グでとじた際にも、期限の確認が容易である。この期限欄を上下に４つ設けて、特許庁期限、（特許事務所また

は権利者による）手続予定期限なども管理できる。背面図の罫線で囲まれた表より上の記入欄は、正面図にもあ

るため、実際に記入して用いるかは任意である。本物品の大きさは、はがきサイズとされ、具体的には、正面図

において、横１４８ｍｍ、縦１００ｍｍである。また、カードの厚さは、０．２５ｍｍである。

（５５）【意匠の説明】底面図は平面図と対称に表われる。左側面図は右側面図と対称に表われる。使用状態を

示す参考図（２）は、使用状態を示す参考図（１）のカードの背面である。使用状態を示す参考図（４）は、使

用状態を示す参考図（３）のカードの背面である。

【図面】

【正面図】
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【背面図】
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【平面図】

【右側面図】

【Ａ̶Ａ´断面図】
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【使用状態を示す参考図（１）】
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【使用状態を示す参考図（２）】

【使用状態を示す参考図（３）】
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【使用状態を示す参考図（４）】


